
令和 4年度「取引条件改善状況調査」 
（受注側事業者向け）のお願い 

 

１．調査の趣旨 

（１）本調査は、中小企業庁より委託を受けて、株式会社東京商工リサーチが企画・実施するものです。 

（２）本調査は、中小企業・小規模事業者の経営基盤を強化するため、必要なコストの価格転嫁、企業収益の中小企業への

還元など、「振興基準」※に照らした下請取引（貴社が受注者となる事業者間取引（Ｂ to Ｂ取引））を中心に、中小

企業・小規模事業者の取引条件改善に向けて、大企業や中堅企業など販売先との取引における取組の状況や事業者間

の取引実態を把握する目的で行うものです。 

（３）回答内容について個社名を特定して公表することはなく、回答内容をもって貴社に対し行政指導や行政処分を行うことはあ

りませんので、積極的にご回答いただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。 

なお、本調査は、下請代金支払遅延等防止法（以下、下請法という。）に基づいて実施する「親事業者との取引に関す

る調査」ではありません。 

※「振興基準」経済産業大臣告示：下請事業者と親事業者との間の拠るべき一般的な基準 

 

２．調査の対象 

（１）貴社は、取引によっては発注者となる場合もあるかとは思いますが、本調査の回答にあたっては、原則として受注者の立場に

おける代表的な取引についてご記入ください。 

（２）貴社が受注者となる事業者間取引（いわゆる Ｂ to Ｂ取引）に関して、取引の実態、取引条件の改善状況等について

お答えください。 

（３）対象となる事業者間取引には、下請法の対象となる取引に限らず、建設工事の請負取引、継続的な納入・役務の提供等

の売買取引等、貴社が優越的な地位の濫用を受け得る取引を幅広く含みます。なお、回答にあたっては、業種を問わず、

わかる範囲でのご回答をお願いいたします。製造業をはじめ、サービス業（情報通信業等）、卸売業・小売業等、様々な

業種の取引実態を把握することを目的としています。 

３．回答方法 

２つの方法からいずれか１つをお選びください。 

（１）専用WEB サイトからのオンライン回答※オンラインでご回答いただく場合は、紙の調査票の返送は不要です 

【オンライン回答ページ】以下のログインＩＤ・パスワードにてログインが可能です。 

ログインＩＤ パスワード 

  

【ログイン方法】 

①「TSR アンケート」と検索し、検索結果の一番上に出てくる「現在実施中のアンケート調査：東京商工リサーチ」をクリック 

「令和4年度取引条件改善状況調査」内の「アンケートに回答する」をクリック 

②URL（https://tori2022.meti.go.jp/1/）をWEB ブラウザの URL 入力欄に直接入力 

③QR コードからアクセス 

（２）調査票（本用紙）に直接記入し郵送 

①該当する選択肢の番号を直接○印で囲んでください。 

②記入後は、同封の返信用封筒（切手不要）にてご投函ください。 

４．お願い 

（１）回答にあたっては、令和４年 10月 1日（土）時点の内容でお願いいたします。 

（２）令和 4年 11月 4日（金）までに専用WEBサイトでのオンライン回答か、同封の返信用封筒にてご返送ください。 

（３）設問中の【単一回答】は 1 つを選択ください（複数回答可能な設問は【複数回答可】としています）。 
 

＜問い合わせ先＞ 

「令和 4年度取引条件改善状況調査」事務局 

〒100-8787 東京都千代田区大手町一丁目三番一号 JA ビル 

Tel：03-6810-0467（受付時間：土日及び祝日を除く 9時～12時、13時～17時） 

 

  



 

2 

 

Ⅰ．基礎情報 

①．貴社自身の取引上の地位*に最も近いものをお答えください。 【単一回答】 

*【例】企業Ａ（完成品メーカー）→企業Ｂ（1次下請） → 貴社（2次下請）→企業Ｃ（3次下請） …「2次下請」を選択 

1:完成品メーカー 2: １次下請 3: 2次下請 4: 3次下請 5: 4次以下の下請 6: あてはまるものはない 

②．貴社の資本金額をお答えください（貴社単独での資本金額）。【単一回答】 

1: 1,000 万円以下 2: 1,000 万円超 5,000万円以下 3: 5,000万円超 3億円以下 

4: 3億円超 10億円以下 5: 10億円超 100億円以下 6: 100 億円超 

③．貴社の従業員数をお答えください（貴社単独での従業員数）。 【単一回答】 

1: 5人以下 2: 5人超 20人以下 3: 20人超 50人以下 

4: 50人超 100人以下 5: 100 人超 300人以下 6: 300 人超 

④．貴社の業種をお答えください。【単一回答】※複数ある場合は、売上げが最も多い業種を１つ選んでください 

1:農業，林業 2:漁業 3:鉱業，採石業，砂利採取業 

4:建設業（ハウスメーカー） 5:建設業（ハウスメーカー以外） 6:食品製造業 

7:飲料・たばこ・飼料製造業 8:繊維工業 9:建材・住宅設備 

10:パルプ・紙・紙加工品製造業 11:印刷・同関連業 12:化学産業（製薬産業） 

13:化学産業（製薬産業以外） 14:石油製品・石炭製品製造業 15:なめし革・同製品・毛皮製造業 

16:鉄鋼業 17:非鉄金属製造業 18:金属製品製造業 

19:機械製造業 20:電機・情報通信機器 21:輸送用機械器具製造業のうち、 

自動車・自動車部品製造業 

22:輸送用機械器具製造業のうち、 

造船業 

23:輸送用機械器具製造業のうち、 

航空宇宙工業 

24:その他の輸送用機械器具製造業 

25:電気・ガス・熱供給・水道業 26：その他の製造業 27:通信業 

28:放送コンテンツ業 29:情報ｻｰﾋﾞｽ・ｿﾌﾄｳｪｱ 30:インターネット付随サービス業 

31:トラック運送業 32:運輸業，郵便業（ﾄﾗｯｸ運送業以外） 33:卸売業 

34:小売業 35:金融業、保険業 36:不動産業，物品賃貸業 

37:学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 38:広告業 39:宿泊業 

40:飲食サービス業 41:生活関連サービス業 42:娯楽業 

43:教育，学習支援業 44:医療，福祉 45:廃棄物処理業 

46:自動車整備業 47:機械等修理業 48:警備業 

49:その他のサービス業   

 

⑤．貴社はパートナーシップ構築宣言*を公表していますか。 【単一回答】 

*「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新

たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。 

1:公表している 2:公表していない 3:今後、公表予定 4:わからない 

 

⑥．貴社の主要な事業における、主な販売先エリアとしてあてはまるものを回答ください。【単一回答】 

1: 事業所所在の都道府県外（全国・海外） 2: 事業所所在の都道府県内 
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Ⅳ．原価低減要請、協賛金等 

取引金額が最も大きい販売先との関係を念頭にお答えください。 

受注側 19．直近１年間で、販売先から客観的な経済合理性や十分な協議手続きを欠く原価低減要請*を受けたことがあ

りますか。【単一回答】 

*目標数値のみを提示しての要請、要請に応じることを発注継続の前提と示唆しての要請、文書や記録を残さない形での要請等 

１: 受けたことがある 2: 受けたことはない 

 

受注側 20‐1．直近１年間で、販売先から下請代金以外の金銭、役務その他の経済上の利益*の提供を要請されたこと

がありますか。【単一回答】 

*協賛金、協力金、陳列応援、センターフィー、試作品又はサンプルの作成要請等 

1: 要請された→20-2へ 2: 要請されていない→21へ 

 

受注側 20-2．下請代金以外の金銭、役務その他の経済上の利益*の提供要請に際し、明確な負担額・算出根拠・使途・

提供条件にて販売先と協議し、納得のうえ書面により合意しましたか。【単一回答】 

*協賛金、協力金、陳列応援、センターフィー、試作品又はサンプルの作成要請等 

1: 要請に納得したうえで合意した 2: 要請に納得しないまま合意した 3: 要請に応じなかった 

 

Ⅴ．支払い条件 

取引金額が最も大きい販売先との関係を念頭にお答えください。 

「手形等」は、約束手形、一括決済方式（ファクタリング）及び電子記録債権を含みます。 

受注側 21．下請代金を手形等で受け取っている場合*、その割合はどれくらいですか。 【単一回答】 

*受注金額により支払条件が異なる場合、手形等の支払割合が多い取引を想定して回答ください。 

1: 全て現金払い →24へ 2: 10％未満 3: 10～30％未満 

4: 30～50％未満 5: 50％以上 6: 全て手形等の支払い 

 

受注側 21-1．受注側21で回答した手形等での下請代金の受取割合は、昨年と比べてどう変化しましたか。【単一回答】 

1: 増加した 2: 減少した 3: 変わらない 

 

受注側 22．下請代金を手形等で受け取っている場合、手形等のサイトはどれくらいですか。 【単一回答】  

*受注金額により支払条件が異なる場合、手形等の支払割合が多い取引を想定して回答ください。 

1: 30日(1 ヶ月)以内 2: 60 日(2 ヶ月)以内 3: 90 日(3 ヶ月)以内 

4: 120 日(4 ヶ月)以内 5: 120 日(4 ヶ月)超  

 

受注側 22-1．受注側 22で回答した手形等のサイトは、昨年と比べてどう変化しましたか。【単一回答】 

1: 長くなった（悪化した） 2: 短縮された（改善した） 3: 変わらない 

 

受注側 23．直近１年間で、支払い条件の変更*又は協議を行ったことにより、不利益（取引価格の据え置きや割引手数

料相当額の減額等）が発生しましたか。【単一回答】 

*約束手形の利用廃止、支払いの現金化、手形等の支払いサイト短縮 

1:発生した 2:発生しなかった 3:支払い条件の変更又は協議はなかった 

  


















